
条 例

〇北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関す
る条例の一部を改正する条例………………………………………………（地域主権局） １

告 示

〇農業振興地域の指定の一部改正……………………………………………（農地調整課） １

条 例

告 示

北海道告示第６８４号

昭和４８年北海道告示第３３４１号（農業振興地域の指定）等の一部を次のように改正し、平成
２１年１０月５日から施行する。
その農業振興地域の区域を表示した図面は、北海道農政部農地調整課及び網走支庁に備え
置いて縦覧に供する。
平成２１年１０月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 昭和４８年北海道告示第３３４１号のうち、湧別地域の事項を次のように改める。
湧別町の区域のうち、図面（第２１号）の赤色で着色した部分（登栄床の区域、国有林野
の区域（網走西部森林管理署管轄区域１１１林班のニ及びヌ小班、１１２林班のネ小班並びに
１２８林班のうち町道オホーツク・リラ街道から東側の区域及びへ小班の区域を除く。）、
網走西部地域森林計画の湧別町有林野の２、３、９から１２まで、１７、３３、３４、３９、４９から
５４まで、６０、６２、７２、７３、９７、１００、１０２、１１１から１１５まで、１２０から１２２まで、１２８及び１３２
から１３４までの林班の区域、網走西部地域森林計画の湧別町の民有林野の１３、１４、１６、１７、
１９、２０、２９から３２まで、４１から４４まで、４６、４８、５０から５２まで、６６、６７、７４から８４まで、
８７から９０まで、９２から９５まで、１０８から１１１まで、１１５から１１７まで、１２０から１２２まで及び
１３１から１３５までの林班並びに１２林班の１から４１までの小班、１５林班の１から１６までの小班、
２５林班の１６から４８まで及び５４から８４までの小班、２６林班の１から９２まで、９４から９９まで及
び１０１から１０６までの小班、２７林班の１から３７までの小班、２８林班の１から１７までの小班、
３９林班の２７から８３までの小班、４７林班の１から３６までの小班、９１林班の１から１８までの小
班、９６林班の１から１０までの小班、１１９林班の１から７までの小班、１２３林班の１から５ま
での小班、１２５林班の１から１５までの小班、１２６林班の１から５２までの小班、１２７林班の１
から３７までの小班、１２８林班の１から２３までの小班、１２９林班の１から１３までの小班並びに
１３０林班の１から２４までの小班の区域、網走西部地域森林計画の上湧別町有林野の区域、
網走西部地域森林計画の上湧別町の民有林野の４から７まで、１１、１４、１７、１８、３７、４４、
４９から５１まで、５３、６２、６３、７１、１０８から１１１まで及び１１５から１１７までの林班並びに２林班
の７から３８まで及び４４から４７までの小班、３林班の３９から５２までの小班、１２林班の１小班、
１３林班の４から１５までの小班、１５林班の１から４０までの小班、１９林班の４２から４８までの小
班、２１林班の６から１１までの小班、２２林班の１から８まで、１７及び１８小班、２８林班の１７か
ら２８までの小班、２９林班の１１、１２、１５及び１６小班、３１林班の１から６までの小班、３８林班
の５小班、３９林班の７及び９から１５までの小班、４２林班の９から１６までの小班、４３林班の
７から１５までの小班、５２林班の７から９まで及び１６から２１までの小班、５４林班の１４から３５
までの小班、５５林班の６から８まで及び１２小班、５６林班の１から９まで、１４から１６まで及
び１８から２９までの小班、５７林班の１０から１７までの小班、５８林班の１０から２６までの小班、５９
林班の１０から２９までの小班、６１林班の２２から３４までの小班、６５林班の１から８まで及び１８
から２１までの小班、６６林班の３、７、１６及び１７小班、６７林班の１から９までの小班、６８林

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年１０月２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第８３号

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の一部を改正する条例

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例（平成２１年北海道条例第５３号）の一部を次のように改正する。

第５条のうち北海道家畜保健衛生所条例（昭和２５年北海道条例第９２号）別表の

改正規定中「上湧別町 湧別町」を「湧別町」に改める。

第６条のうち北海道農業改良普及センター条例（昭和３３年北海道条例第１３号）

別表の改正規定中「上湧別町 湧別町」を「湧別町」に改める。

附 則

この条例は、平成２１年１０月５日から施行する。
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班の４０から４２までの小班、７２林班の１から１８まで及び２２から３４までの小班並びに７３林班の
１、３及び４小班の区域）に該当する区域並びにシブノツナイ湖及びサロマ湖の水面の区
域を除いた区域
２ 昭和４６年北海道告示第２８１４号のうち、上湧別地域の事項を削る。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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